
　
大
規
模
地
震
な
ど
に
よ
る

災
害
発
生
時
に
は
、
地
域
の

防
災
対
策
や
災
害
復
旧
を
円

滑
に
進
め
る
上
で
、
行
政
の

果
た
す
役
割
と
支
援
は
必
要

不
可
欠
で
重
要
で
あ
る
。

　

地
域
や
住
民
と
行
政
、

様
々
な
機
関
や
団
体
が
協
力

し
合
い
、
災
害
に
立
ち
向
か

う
必
要
が
あ
る
。

　
　
熊
本
地
震
か
ら
学
ん
だ

こ
と
、
気
付
い
た
こ
と
は
。

　
　

自
然
の
驚
異
を
痛
感
。

情
報
収
集
と
伝
達
、
共
有
の

難
し
さ
。
行
政
対
応
の
限
界
。

住
民
と
地
域
の
協
力
、
自

助
・
共
助
の
重
要
性
。
相
互

の
連
携
・
強
化
策
な
ど
。

　

役
場
内
部
で
は
、
各
所
管

課
で
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
再
点

検
を
実
施
し
、
職
員
の
初
動

対
応
を
確
認
し
た
。

　
　
自
主
防
災
会
組
織
の
活

性
化
と
支
援
に
向
け
た
主
な

取
り
組
み
と
課
題
は
。

　
　

①
各
種
研
修
会
や
、
防

災
リ
ー
ダ
ー
養
成
講
座
な
ど

を
開
催
し
、
防
災
の
担
い
手

育
成
に
努
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
自
主
防
災
会
育
成

補
助
金
は
、
地
域
の
実
情
に

合
っ
た
諸
活
動
に
有
効
活
用

さ
れ
て
い
る
。

②
防
災
の
中
心
と
な
る
「
防

災
委
員
」
に
は
、
知
識
と
経

験
の
蓄
積
が
不
可
欠
と
考
え

て
い
る
が
、
複
数
年
の
従
事

者
を
各
地
区
で
確
保
す
る
こ

と
が
課
題
と
し
て
あ
る
。

③
各
地
域
が
保
有
す
る
防
災

資
機
材
の
装
備
内
容
の
状
況

把
握
に
つ
い
て
は
、
今
後
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
う
。

　

ま
た
、
資
機
材
購
入
に
対

す
る
補
助
金
制
度
は
、
有
効

な
事
業
と
評
価
し
て
い
る
。

④
火
消
し
隊
設
置
に
よ
る
可

搬
式
小
型
消
防
ポ
ン
プ
積
載

台
車
の
貸
与
計
画
は
、
平
成

26
年
度
か
ら
毎
年
３
台
を
実

施
し
て
い
る
が
、
町
内
全
地

区
へ
配
備
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。

　
　
今
年
度
の
防
災
訓
練
の

重
点
は
。

　
　

簡
易
無
線
機
を
用
い
て
、

自
主
防
災
会
と
町
対
策
本
部

と
の
情
報
伝
達
を
主
体
に
、

避
難
行
動
要
支
援
者
へ
の
支

援
対
策
な
ど
を
計
画
し
て
い

る
。

　
　
農
業
用
た
め
池
の
耐
震

③
避
難
所
の
収
容
人
員
を
超

え
た
場
合
は
、
状
況
に
よ
る

が
、
空
き
の
あ
る
別
の
避
難

所
へ
移
動
し
て
も
ら
う
。

　

ま
た
、
知
多
５
市
５
町
で

「
知
多
地
域
災
害
時
相
互
応

援
協
定
」
を
締
結
し
て
い
る

の
で
、
相
互
に
被
災
者
の
受

け
入
れ
が
可
能
と
な
っ
て
い

る
。

④
「
避
難
行
動
要
支
援
者
」

へ
の
対
応
は
、
名
簿
へ
の
事

前
登
録
を
勧
め
、
自
主
防
災

会
や
関
係
団
体
・
機
関
と
連

携
し
て
、
被
災
時
の
把
握
と

支
援
に
配
慮
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、

福
祉
避
難
所
へ
の
避
難
も
可

能
で
あ
る
。

⑤ 

物
資
な
ど
の
、
受
け
入

れ
、
仕
分
け
、
配
分
は
、
地

域
防
災
計
画
な
ど
に
、
役
割

分
担
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。

　

配
分
方
法
は
、
対
策
本
部

で
決
め
、
配
送
は
、
協
力
事

業
者
に
も
依
頼
す
る
。

⑥
避
難
所
で
の
集
団
生
活
は
、

肉
体
的
、
精
神
的
な
ス
ト
レ

ス
が
懸
念
さ
れ
る
が
、
そ
の

対
策
と
し
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
が
保
た
れ
る
間
仕
切
り
や
、

福
祉
避
難
所
に
は
、
マ
ッ
ト

を
備
蓄
し
て
い
る
。

　
　
災
害
協
定
を
結
ん
で
い

る
民
間
企
業
や
団
体
は
。

　
　

平
成
28
年
４
月
１
日
現

在
、
47
者
と
締
結
。

　

内
容
は
、
水
、
食
料
、
日

用
品
、
応
急
的
な
復
旧
活
動
、

ト
イ
レ
、
輸
送
な
ど
多
岐
に

わ
た
っ
て
い
る
が
、
今
後
も

積
極
的
に
進
め
た
い
と
考
え

て
い
る
。

　
　
仮
設
住
宅
の
場
所
は
確

保
さ
れ
て
い
る
か
。

　
　

応
急
仮
設
住
宅
の
建
設

候
補
地
と
し
て
、
高
根
台
中

央
公
園
（
36
戸
）
と
丸
山
公

園
（
48
戸
）
の
２
カ
所
を
予

定
し
て
い
る
。

化
と
安
全
対
策
は
。

　
　

県
は
、
住
宅
被
害
が
予

測
さ
れ
る
た
め
池
の
耐
震
調

査
を
実
施
し
た
。

　

そ
の
結
果
か
ら
、
ど
の
た

め
池
も
緊
急
的
な
対
策
工
事

は
必
要
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　

安
全
対
策
は
、
水
位
を
下

げ
て
の
運
用
や
見
回
り
な
ど
、

日
常
管
理
が
重
要
で
あ
る
。

　
　
阿
久
比
川
支
流
を
含
め

た
河
川
の
耐
震
化
は
。

　
　

県
に
よ
る
と
、
耐
震
点

検
な
ど
の
結
果
、
地
震
に
よ

る
堤
防
の
沈
下
な
ど
は
あ
る

が
、
耐
震
対
策
工
事
は
不
要

と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
避
難
場
所
お
よ
び
避
難

所
運
営
に
関
す
る
対
応
は
。

　
　

①
緊
急
輸
送
道
路
に
通

行
障
害
を
起
こ
す
よ
う
な
建

築
物
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。

　

橋
梁
、
法
面
、
擁
壁
な
ど

は
、
橋
梁
点
検
や
道
路
ス
ト

ッ
ク
総
点
検
を
行
い
、
修
繕

を
計
画
的
に
行
っ
て
い
る
。

②
避
難
所
の
設
営
は
、
町
の

住
民
福
祉
班
が
行
い
、
運
営

は
地
区
や
住
民
で
行
う
こ
と

に
な
る
が
、
連
絡
員
と
し
て
、

町
職
員
を
配
置
す
る
。

問問 答

問答問答

災害に強いまちづくりを
自主防災会組織への支援

山本　恭久  議員
(済々会)

答問答問答

問答問答防
災
研
修
会
参
加
者
に
よ
る

避
難
所
運
営
訓
練
（
Ｈ
Ｕ
Ｇ
）
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